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（一社）京都府教職員互助組合

共 療養費 R 4 4 0 1,838

共 療養費 R 4 4 0 1,208

共 療養費 R 4 4 0 360

共 療養費 R 4 4 2 600 9,200

互 家族療養費 R 4 4 2 200 1,838

互 家族療養費 R 4 4 1 200 1,208

互 本人療養費 R 4 4 15 000 9,200

互 入院見舞金 R 4 4 10 000

互 宿泊施設補助R 4 1 3 5 000

　互助組合では毎月、組合員とその被扶養者の医療費及び給付金について、公立学校共済組合京都支部と共同で、「給付金等明細書」で
お知らせしています。ここでは互助組合と共済組合の医療給付について明細書の見かたを解説しています。受診された際の領収書や窓口
負担等も参考に、医療費と給付金をご確認ください。
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給付金等の内容

① ② ③ ④

⑤

⑤

⑥

⑥

⑦

⑦

①共済組合または互助組合の医療費、給付

を表示しています。

共＝共済組合

互＝互助組合

②事由発生日：診療等を受けられた年月を表

示しています。

③給付金額を表示しています。共済組合は附

加給付がない場合でも「0」と表示されます。

④診療点数：外来や入院など医療費の総額

を表示しています。1838点で総医療費は

18,380円となります

⑤同一医療機関診療です。（1,208点＝

12,080円の3割：3,620円が窓口負担）

（医療機関ごとの月の合算自己負担額

―1,100円）×50％ を互助組合から給付。

共済組合の給付はありません。

⑥互助組合は給付基準に達しない場合は表

示されません。

⑦

⑦

共済組合が負担 窓口負担

64,400円 27,600円
（7割） （3割）

共済組合

附加給付
互助組合給付

15,000円

27,600円

総医療費92,000円

2,600円

⑦

現
行
給
付
制
度

共済組合は25,000円を超える部分を給付

（標準報酬月額が53万円未満の場合）

※標準報酬月額が53万円以上は5万円

互助組合給付15,000円は（25,000円－1,100円）×0.5≒11,900円と3,100円の合計額

10,000円

本人負担

自己負担限度超過分3,100円を加算

自己負担の上限額,10,000円

◆留意事項

１．給付明細書には医療機関ごとの１か月の

診療明細が表示されています。

２．公立学校共済組合員については、自動給付

（受診月の約３か月後の月末に給付）ですが、

共済組合員以外は請求給付（毎月１０日締切

・月末給付）となります。

３．給付金は、月末の金融機関営業日に組合員

が指定している個人口座に振り込みます。

４．明細書には保険適用で受けた診療分を表示

しています。保険適用外（入院時の個室差額

料等）は表示されません。

５．市区町村で助成（子育て支援医療費、福祉医

療等）を受けられた場合は、総医療費や窓口で

支払った金額等と異なる場合があります。

３割負担に対する給付


